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給付費過払分の返還を求める訴えを提起します 

 

市が就労継続支援Ａ型事業を営む事業者に対し支払った給付費の過払分の返

還を求める訴状を、岐阜地方裁判所へ提出しました。 

 
■訴えを提起した日 令和５年１２月２０日（水曜日） 

 

■提訴の相手方 中津川市福岡１２２５番地１ 

        株式会社ライクサポート 

        代表取締役 宮田 佳子 

 

■事件名 不当利得返還請求事件 

 

■事件の概要  

・株式会社ライクサポート（以下「甲」という。）は、就労継続支援Ａ型事業を営む事業者

であり、障がい者に対し就労継続支援の障害福祉サービスを提供した際には、障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、市に対して訓練等給付

費を請求することができます。市は、甲からの請求に対し平成２９年２月サービス提供

分から訓練等給付費を給付していました。 

・令和３年１１月２５日に岐阜県が甲に対する実地指導を行ったところ、平成３０年３月

から令和３年１１月までの間、就労継続支援Ａ型計画が未作成であり、その場合は訓練

等給付費を減算して請求すべきところを減算しないまま請求していることが判明しまし

た。訓練等給付費を再計算した結果、本来受給可能であった金額３,１７０万８００円と

実際に甲が受領した金額５,５２９万９,７７０円の差額２,３５９万８,９７０円が過払

いとなりました。 

・そこで、中津川市は甲に対し過払い金の返還を請求しましたが応じないため、令和５年

５月に岐阜地方裁判所に対して国、県負担分１,７６９万９,２２８円を除いた市負担分

５８９万９,７４２円の仮差押えの申し立てを行い、同年８月２２日に仮差押命令が発出

されました。その後甲の代表者及び代理人弁護士へ連絡を試みるも音信不通となったた

め、本訴を提起します。 

 


